
○
総
務
省
令
第
八
十
七
号

中
小
企
業
の
事
業
承
継
の
促
進
の
た
め
の
中
小
企
業
に
お
け
る
経
営
の
承
継
の
円
滑
化
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部

を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
二
年
法
律
第
五
十
八
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
及
び
地
域
経
済
牽
引
事
業
の
促
進
に
よ
る
地
域

の
成
長
発
展
の
基
盤
強
化
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
九
年
法
律
第
四
十
号
）
第
二
十
六
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
地
域
経

済
牽
引
事
業
の
促
進
に
よ
る
地
域
の
成
長
発
展
の
基
盤
強
化
に
関
す
る
法
律
第
二
十
五
条
の
地
方
公
共
団
体
等
を
定
め

る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
二
年
九
月
十
六
日

総
務
大
臣

高
市

早
苗

地
域
経
済
牽
引
事
業
の
促
進
に
よ
る
地
域
の
成
長
発
展
の
基
盤
強
化
に
関
す
る
法
律
第
二
十
五
条
の
地
方
公
共

団
体
等
を
定
め
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

地
域
経
済
牽
引
事
業
の
促
進
に
よ
る
地
域
の
成
長
発
展
の
基
盤
強
化
に
関
す
る
法
律
第
二
十
五
条
の
地
方
公
共
団
体

等
を
定
め
る
省
令
（
平
成
十
九
年
総
務
省
令
第
九
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
（
題
名
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
順

次
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
る
。



改

正

後

改

正

前

地
域
経
済
牽
引
事
業
の
促
進
に
よ
る
地
域
の
成
長
発
展
の
基
盤
強
化
に
関
す
る
法
律
第
二
十
六
条
の
地
方

地
域
経
済
牽
引
事
業
の
促
進
に
よ
る
地
域
の
成
長
発
展
の
基
盤
強
化
に
関
す
る
法
律
第
二
十
五
条
の
地
方

公
共
団
体
等
を
定
め
る
省
令

公
共
団
体
等
を
定
め
る
省
令

（
法
第
二
十
六
条
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
地
方
公
共
団
体
）

（
法
第
二
十
五
条
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
地
方
公
共
団
体
）

第
一
条

地
域
経
済
牽
引
事
業
の
促
進
に
よ
る
地
域
の
成
長
発
展
の
基
盤
強
化
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と

第
一
条

地
域
経
済
牽
引
事
業
の
促
進
に
よ
る
地
域
の
成
長
発
展
の
基
盤
強
化
に
関
す
る
法
律
（
以
下
「
法
」
と

い
う
。
）
第
二
十
六
条
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
地
方
公
共
団
体
は
、
当
該
地
方
公
共
団
体
の
区
域
に

い
う
。
）
第
二
十
五
条
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
地
方
公
共
団
体
は
、
当
該
地
方
公
共
団
体
の
区
域
に

係
る
法
第
四
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
地
域
経
済
牽
引
事
業
の
促
進
に
関
す
る
基
本
的
な
計
画
の
同
意
の
日

係
る
法
第
四
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
地
域
経
済
牽
引
事
業
の
促
進
に
関
す
る
基
本
的
な
計
画
の
同
意
の
日

（
以
下
「
同
意
日
」
と
い
う
。
）
の
属
す
る
年
度
前
三
年
度
内
の
各
年
度
に
係
る
地
方
交
付
税
法
（
昭
和
二
十

（
以
下
「
同
意
日
」
と
い
う
。
）
の
属
す
る
年
度
前
三
年
度
内
の
各
年
度
に
係
る
地
方
交
付
税
法
（
昭
和
二
十

五
年
法
律
第
二
百
十
一
号
）
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
基
準
財
政
収
入
額
を
同
法
第
十
一
条
の
規
定

五
年
法
律
第
二
百
十
一
号
）
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た
基
準
財
政
収
入
額
を
同
法
第
十
一
条
の
規
定

に
よ
り
算
定
し
た
基
準
財
政
需
要
額
で
除
し
て
得
た
数
値
を
合
算
し
た
も
の
の
三
分
の
一
の
数
値
が
〇
・
五
二

に
よ
り
算
定
し
た
基
準
財
政
需
要
額
で
除
し
て
得
た
数
値
を
合
算
し
た
も
の
の
三
分
の
一
の
数
値
が
〇
・
五
二

に
満
た
な
い
都
道
府
県
又
は
〇
・
六
七
に
満
た
な
い
市
町
村
と
す
る
。

に
満
た
な
い
都
道
府
県
又
は
〇
・
六
七
に
満
た
な
い
市
町
村
と
す
る
。

（
法
第
二
十
六
条
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
施
設
）

（
法
第
二
十
五
条
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
施
設
）

第
二
条

法
第
二
十
六
条
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
施
設
（
以
下
「
対
象
施
設
」
と
い
う
。
）
は
、
次
に

第
二
条

法
第
二
十
五
条
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
施
設
（
以
下
「
対
象
施
設
」
と
い
う
。
）
は
、
次
に

掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

掲
げ
る
要
件
に
該
当
す
る
も
の
と
す
る
。

一

一
の
施
設
（
一
の
家
屋
若
し
く
は
構
築
物
又
は
用
途
上
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
二
以
上
の
家
屋
若
し
く
は

一

一
の
施
設
（
一
の
家
屋
若
し
く
は
構
築
物
又
は
用
途
上
不
可
分
の
関
係
に
あ
る
二
以
上
の
家
屋
若
し
く
は

構
築
物
で
あ
っ
て
一
団
の
土
地
に
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
当
該
施
設
の
用
に
供
す
る
家
屋
又
は
構

構
築
物
で
あ
っ
て
一
団
の
土
地
に
あ
る
も
の
に
限
る
。
）
で
あ
っ
て
当
該
施
設
の
用
に
供
す
る
家
屋
又
は
構

築
物
を
構
成
す
る
減
価
償
却
資
産
（
所
得
税
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令
第
九
十
六
号
）
第
六
条
第
一
号

築
物
を
構
成
す
る
減
価
償
却
資
産
（
所
得
税
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令
第
九
十
六
号
）
第
六
条
第
一
号

及
び
第
二
号
又
は
法
人
税
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令
第
九
十
七
号
）
第
十
三
条
第
一
号
及
び
第
二
号
に

及
び
第
二
号
又
は
法
人
税
法
施
行
令
（
昭
和
四
十
年
政
令
第
九
十
七
号
）
第
十
三
条
第
一
号
及
び
第
二
号
に

掲
げ
る
も
の
に
限
る
。
）
及
び
当
該
家
屋
又
は
構
築
物
の
敷
地
で
あ
る
土
地
（
同
意
日
（
当
該
同
意
日
の
同

掲
げ
る
も
の
に
限
る
。
）
及
び
当
該
家
屋
又
は
構
築
物
の
敷
地
で
あ
る
土
地
（
同
意
日
（
当
該
同
意
日
の
同

意
が
令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
行
わ
れ
た
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
以
後
に
取
得
し
た
土
地
で

意
が
平
成
三
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
行
わ
れ
た
も
の
に
限
る
。
以
下
同
じ
。
）
以
後
に
取
得
し
た
土

あ
っ
て
、
そ
の
取
得
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
以
内
に
当
該
土
地
を
敷
地
と
す
る
当
該
家
屋
又
は
構

地
で
あ
っ
て
、
そ
の
取
得
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
以
内
に
当
該
土
地
を
敷
地
と
す
る
当
該
家
屋
又

築
物
の
建
設
の
着
手
が
あ
っ
た
場
合
に
お
け
る
当
該
土
地
に
限
る
。
）
の
取
得
価
額
の
合
計
額
が
一
億
円

は
構
築
物
の
建
設
の
着
手
が
あ
っ
た
場
合
に
お
け
る
当
該
土
地
に
限
る
。
）
の
取
得
価
額
の
合
計
額
が
一
億

（
農
林
漁
業
及
び
そ
の
関
連
業
種
（
製
造
業
の
う
ち
食
料
品
製
造
業
、
飲
料
・
た
ば
こ
・
飼
料
製
造
業
、
木

円
（
農
林
漁
業
及
び
そ
の
関
連
業
種
（
製
造
業
の
う
ち
食
料
品
製
造
業
、
飲
料
・
た
ば
こ
・
飼
料
製
造
業
、

材
・
木
製
品
製
造
業
、
家
具
・
装
備
品
製
造
業
、
パ
ル
プ
・
紙
・
紙
加
工
品
製
造
業
、
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
品

木
材
・
木
製
品
製
造
業
、
家
具
・
装
備
品
製
造
業
、
パ
ル
プ
・
紙
・
紙
加
工
品
製
造
業
、
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製

製
造
業
及
び
ゴ
ム
製
品
製
造
業
並
び
に
卸
売
業
の
う
ち
各
種
商
品
卸
売
業
、
飲
食
料
品
卸
売
業
、
木
材
・
竹

品
製
造
業
及
び
ゴ
ム
製
品
製
造
業
並
び
に
卸
売
業
の
う
ち
各
種
商
品
卸
売
業
、
飲
食
料
品
卸
売
業
、
木
材
・

材
卸
売
業
、
農
業
用
機
械
器
具
卸
売
業
及
び
家
具
・
建
具
卸
売
業
を
い
う
。
）
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て
は
、

竹
材
卸
売
業
、
農
業
用
機
械
器
具
卸
売
業
及
び
家
具
・
建
具
卸
売
業
を
い
う
。
）
に
係
る
も
の
に
あ
っ
て

五
千
万
円
）
を
超
え
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

は
、
五
千
万
円
）
を
超
え
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。

［
二

略
］

［
二

同
上
］

（
法
第
二
十
六
条
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
場
合
）

（
法
第
二
十
五
条
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
場
合
）

第
三
条

法
第
二
十
六
条
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
税
目
ご
と
に
、
そ
れ

第
三
条

法
第
二
十
五
条
に
規
定
す
る
総
務
省
令
で
定
め
る
場
合
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
税
目
ご
と
に
、
そ
れ

ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
場
合
と
す
る
。

ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
場
合
と
す
る
。

［
一
・
二

略
］

［
一
・
二

同
上
］

備
考

表
中
の[

]

の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。



附

則

こ
の
省
令
は
、
中
小
企
業
の
事
業
承
継
の
促
進
の
た
め
の
中
小
企
業
に
お
け
る
経
営
の
承
継
の
円
滑
化
に
関
す
る
法

律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
二
年
法
律
第
五
十
八
号
）
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。


